本社機能移転促進補助金交付申請に必要な付属書類（抜粋）
　②新規常用雇用者一覧

　　・立地決定日（賃貸借契約日又は認定申請日のいずれか早い日）以降交付申請日までに採用された新規常用雇用者を一覧表形式で記載。

　　・健康保険及び雇用保険の通知（写、雇用年月日が確認できるもの）を添付
　⑥設備投資額の一覧表

　（１）設備投資額の一覧表
　（２）取得価格又は移転経費が確認できる書類
　　　→契約書、請書、出来形設計書（見積書）、請求書、支払証拠書類
　　・家屋又は土地を賃借する場合は１年間の賃借料を投資額とする。

　　【支払証拠書類について】

　　　　◎第三者(金融機関など)を通した現金での決済が確認できる書類。

　　　　（銀行振込書、通帳等の写など支払が確認できるもの。廻し手形、現金払いは原　　

　　　　　則不可）

　　　　◎手形での支払の場合は、交付申請時点までに決済が完了しているもの

　　　　（小切手帳の控えの写、当座預金照合表など決済が完了したことが確認できる金　　

　　　　　融機関が発行した書類。）
　　<設備等（償却資産）>

　　　　償却資産申告書（控）の明細書（取得金額欄があるもの）

　　　　←控をとっていない場合は、所在市町村で償却資産の課税証明を取得すれば

　　　　　明細がもらえます。

※不明な点がありましたら企業誘致・投資促進課（担当：眞田　086-226-7374）までお問い合わせ願います。
